
第９３号議案 

ふじみ野市手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 ふじみ野市手数料条例（平成１７年ふじみ野市条例第５０号）の一部を

次のように改正する。 

別表６４の項手数料を徴収する事務の欄中「第１３７条の１２第６項」を「

第１３７条の１２第１１項」に改め、同表６５の項手数料を徴収する事務の欄

中「第１３７条の１２第７項」を「第１３７条の１２第１２項」に改める。 

第２条 ふじみ野市手数料条例の一部を次のように改正する。 

別表１の項手数料を徴収する事務の欄中「及び公図の閲覧」を削り、同表２

の項単位の欄中「６筆又は６棟ごと」を「１枚」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４

月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後のふじみ野市手数料条例別表２の項の規定は、令

和８年４月１日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされ

た申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

令和７年１１月２８日提出 

 

ふじみ野市長 高 畑   博      

 

提案理由 

建築基準法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第３１０号）及び地

方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第４０号）の施

行に伴い、条文を整備するため、ふじみ野市手数料条例の一部を改正したいの

で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定によ

り、この案を提出するものである。 


